
長野県／県税事務所

法人県民税　　※超過課税を行っています。 法人事業税　　※標準税率を適用しています。

H28.4.1以後 R2.4.1以後 R4.4.1以後
開始事業年度 開始事業年度 開始事業年度

 所得のうち年400万円以下の金額※ ３．４％

法  所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額※ ５．１％

人  所得のうち年800万円を超える金額※ 及び清算所得（注５） ６．７％

税  資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上で、３以上

割  の都道府県に事務所（事業所）がある法人の所得

額  所得のうち年400万円以下の金額※ ３．４％

 所得のうち年400万円を超える金額※ 及び清算所得（注５） ４．６％

　 １千万円×事業年度月数（端数切り上げ）÷１２  資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上で、３以上

（注１）清算法人とは、平成22年９月30日までに解散した清算中の法人をいいます。  の都道府県に事務所（事業所）がある法人の所得

 所得のうち年400万円以下の金額※ ０．３％

資本金等の額 （注２）  所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額※ ０．５％

（注２） 　　資本金等の額は、原則、法人税法施行令で  所得のうち年800万円を超える金額※ 及び清算所得（注５） ０．７％

　定める金額です。  ３以上の都道府県に事務所（事業所）がある法人の所得 ０．７％

均   　ただし、資本金等の額が資本金＋資本準備 付加価値割

10億円超 　金の合計額を下回る場合は、合計額が基準と 資本割

等 50億円以下 　なります。

１億円超 （注３）

割 10億円以下 　　平成20年４月１日以後開始する事業年度か 収入割 ０．９％

1,000万円超 　ら「長野県森林づくり県民税」が加算されて 所得割

額 １億円以下   います。それ以前の事業年度は、金額が異な 収入割 ０．９％

　ります。 付加価値割

資本割

※　事業年度が１年に満たない場合又は事務所等を有していた期間が１年に満たない 　（注４）令和３年度税制改正において、電気供給業のうち配電事業及び特定卸供給事業に係る課税方式が定められました。（R4.4.1以後終了事業年度から適用）

　場合は、当該均等割額に事業年度月数（暦に従って計算し、１月に満たない端数が 　（注５）清算所得とは、平成22年９月30日までに解散した法人の清算所得をいいます。

　生じたときは切り捨てます。ただし、当該月数の全部が１月に満たないときは１月  ※ 事業年度が１年に満たない場合の所得の区分は、当該金額に事業年度月数（端数切り上げ）を乗じ、12で除して得た金額となります。

　とします。）を乗じ12で除して得た金額となります。  ※ 特定ガス供給業を行う法人に係る税率（R4.4.1以後開始事業年度から適用）については、お近くの県税事務所へお尋ねください。

【地方法人特別税】（平成20年10月１日以後開始事業年度より適用） 【特別法人事業税】（令和元年10月１日以後開始事業年度より適用）
上記により計算した法人事業税の所得割又は収入割額に対して、次の表の区分に応じた税率により計算した額が、 上記により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額に対して、次の表の区分に応じた税率に

地方法人特別税の税額となります。 より計算した額が、特別法人事業税の税額となります。
※　令和元年10月１日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税は廃止され、法人事業税に統合・復元されます。 ※ 左記において復元される法人事業税の一部（約３割）を分離し、特別法人事業税とするもの。

◎ ご不明な点は、お近くの県税事務所へお尋ねください。

◎ 税率は都道府県により異なることがあります。本県以外の都道府県に申告する際は、各都道府県にお尋ねください。

開始事業年度

 法人県民税・事業税の税率一覧表（R4.5.1現在）

法　人　の　区　分
税率

事業の区分 法人の区分 課　税　標　準　の　区　分
税率

H26.10.1以後 R1.10.1以後 R1.10.1以後
開始事業年度 開始事業年度

 上記以外の法人 ４．０％ １．８％ ７．０％

 ※ 事業年度が１年に満たない場合の法人税額は、次の算式により算出された額  特別法人

　協同組合、
　信用金庫、

医療法人
など

所得割

３．５％

1

　２，３以外
　の事業

　　製造業、
　　建設業、
　　飲食業、
　 不動産業
　　 など

普通法人、
公益法人等、

人格なき社団等
所得割

３．５％

５．３％

０．７％

（注３） １．０％

50億円超 840,000円

７．０％

 資本金の額又は出資金の額が１億円以下でかつ
法人税額（分割前）が１千万円※ 以下の法人

（清算法人（注１）を除く）
３．２％ １．０％

　　となります。

 資本金の額又は
出資金の額が

１億円を超える
普通法人

所得割

０．４％

１．０％
均等割額 ※

567,000円
 資本金等の額 ０．５％

2
　電気供給業（一般送配電事業、送電事業、
　配電事業（注４）、特定送配電事業）、
　導管ガス供給業）、保険業

収入割  収入金額 １．０％

136,500円

上記以外の法人 21,000円
 付加価値額 ０．３７％

 資本金等の額 ０．１５％

０．７５％

52,500円
（発電事業、小売電気事業、特定卸供給事業に係る）所得金額 １．８５％

 資本金の額又は
出資金の額が

１億円を超える
普通法人

 収入金額 １．０％ ０．７５％3

発電事業
小売電気事業

特定卸供給事業
(注４)

普通法人、
公益法人等、
人格なき社団、
特別法人等

 収入金額 １．０％

税率

開始事業年度 開始事業年度 開始事業年度 開始事業年度
課　税　標　準　の　区　分

税率
H28.4.1以後 R1.10.1以後 R1.10.1以後 R2.4.1以後

 外形標準課税法人以外の法人の所得割額 　３７％

 収入金課税法人の収入割額 ３４．５％

 外形標準課税法人の所得割額 ４１４．２％

廃止４３．２％

４３．２％

　３０％

３０％ ４０％

６．７％

４．６％

０．９％

課　税　標　準　の　区　分

 収入金額課税法人（発電事業、小売電気事業又は特定卸供給事業
 （注４））の収入割額

 収入金額課税法人（一般配送電事業、送電事業、配電事業（注４）、
 特定送配電事業）、導管ガス供給業、保険業）の収入割額

 所得金額課税となる特別法人の所得割額

 外形標準課税法人以外の普通法人の所得割額

 外形標準課税法人の所得割額 ２６０％

１．０％

 付加価値額 １．２％

４．９％

４．９％


